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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　四角形状に形成された板材と、この板材の両面の少なくとも周縁部に取り付けられ、縦
横の框材を四角枠状に組み立てた枠体とを有する壁パネルが複数接合されてなる大型壁パ
ネルを、幅方向に隣接させて設置してなる大型壁パネルの設置構造において、
　前記大型壁パネルの一端側に位置する壁パネルおよび他端側に位置する壁パネルのうち
、いずれか一方の壁パネルは幅狭に形成されるとともに、前記大型壁パネルの両側端部の
うち、少なくとも一方の側端部に、隣接する大型壁パネル同士を互いに離間させるように
して、これら大型壁パネル同士の間隔を調整する間隔調整手段が設けられており、
　前記隣接する大型壁パネル同士の対向する側端部に位置する縦框材は、これら縦框材の
裏面と前記板材の他面との間に、前記縦框材の裏面を凹状に切り欠くことによって形成さ
れ、これら縦框材の幅方向に沿って貫通する凹状孔部と、前記縦框材の表面に、これら縦
框材の表面を凹状に切り欠くことによって形成される凹状部とを備えており、
　前記凹状孔部には、前記隣接する大型壁パネル同士の対向する側端部に位置する板材同
士に架設固定される第１接続プレートが挿入されるとともに、前記凹状部には、前記隣接
する大型壁パネル同士の対向する側端部に位置する縦框材同士に架設固定される第２接続
プレートが嵌合されていることを特徴とする大型壁パネルの設置構造。
【請求項２】
　請求項１に記載の大型壁パネルの設置構造において、
　前記第１接続プレートおよび第２接続プレートは、これら第１接続プレートおよび第２
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接続プレートの双方を貫通するようにしてねじ込まれる止着材によって、前記隣接する大
型壁パネル同士の対向する側端部に位置する壁パネルにそれぞれ固定されていることを特
徴とする大型壁パネルの設置構造。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の大型壁パネルの設置構造において、
　前記第１接続プレートの両端部は、前記凹状孔部からはみ出すようにして、この凹状孔
部に挿入されており、前記凹状孔部からはみ出す第１接続プレートの両端部は、止着材に
よって前記隣接する大型壁パネル同士の対向する側端部に位置する板材にそれぞれ固定さ
れていることを特徴とする大型壁パネルの設置構造。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の大型壁パネルの設置構造において、
　前記複数の壁パネルの各板材の一面側の枠体表面に外装材が予め取り付けられるととも
に、各板材の他面側の枠体表面に、隣接する大型壁パネルの対向する側端部に位置する縦
框材の周囲を露出させた状態で石膏ボードが予め取り付けられており、
　前記露出する縦框材同士の周囲には、この露出する縦框材同士の周囲を覆うための補助
石膏ボードが取り付けられていることを特徴とする大型壁パネルの設置構造。
【請求項５】
　請求項４に記載の大型壁パネルの設置構造において、
　前記補助石膏ボードは、隣接する大型壁パネル間に架設されていることを特徴とする大
型壁パネルの設置構造。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の大型壁パネルの設置構造において、
　前記隣接する大型壁パネル同士の対向する側端部に位置する縦框材には、これら対向す
る縦框材の側端面に沿って、対向する縦框材間の隙間を塞ぐ耐火性断熱材がそれぞれ取り
付けられていることを特徴とする大型壁パネルの設置構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、住宅等の建物の構築に用いられる大型壁パネルの設置構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、住宅等の建物の構築についてはその工業化が進み、例えば壁や床、屋根といった
構成要素を予め工場にてパネル化しておき、施工現場でこれらのパネルを組み立てること
により住宅を構築するパネル工法が一部に採用されている（例えば、特許文献１参照）。
　この特許文献１で用いられる壁パネルは、縦芯材と横芯材とが矩形枠状に組み立てられ
るとともに、この矩形枠の内部に補強芯材が縦横に組まれて枠体とされ、さらに、この枠
体内にグラスウール等の断熱材が充填された状態で枠体の表裏両面に合板等の面材が貼着
されたものである。
　また、近年、例えば工場にて、このような壁パネルを複数接合して大型壁パネルを製造
し、この大型壁パネルを建築現場に運搬して、その建築現場にて大型壁パネル同士を連結
しながら立て込むことにより、現場施工をより簡略化した施工方法も採用されるようにな
ってきた。
【特許文献１】特開平１１－２６９９８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、複数の壁パネルを互いに接合させて建物を構築していく際に、各壁パネルの
寸法公差等によって、例えば壁パネルが設置される基礎の長さよりも、接合された複数の
壁パネルの長さの方が長くなってしまったり、隣接する壁パネル同士が、これら壁パネル
の厚さ方向に互いに位置ずれしてしまったり等、これら複数の壁パネルの取付位置に誤差
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が生じる場合がある。そして、誤差を修正するための作業を行う際には、例えば所定の位
置に設置された壁パネルを一旦取り外したり、作業終了後に設置しなおしたりする場合が
あった。
　特に、複数の壁パネルを接合してなる大型壁パネルの場合は、この大型壁パネル一つで
も相当の重量があるため、壁パネルの場合と同じように一旦取り外したり、作業終了後に
設置しなおしたり等の作業を行うことは困難であった。
【０００４】
　本発明の課題は、大型壁パネルを所定の位置に容易かつ確実に設置することが可能な大
型壁パネルの設置構造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明は、例えば図１～図５に示すように、四角形状に形成された板材
３と、この板材３の両面の少なくとも周縁部に取り付けられ、縦横の框材４ａ，４ｂ，４
ｃ，４ｄ、５ａ，５ｂ，５ｃ，５ｄを四角枠状に組み立てた枠体４，５とを有する壁パネ
ル２，２ａが複数接合されてなる大型壁パネル１を、幅方向に隣接させて設置してなる大
型壁パネル１の設置構造において、
　前記大型壁パネル１の一端側に位置する壁パネル２および他端側に位置する壁パネル２
ａのうち、いずれか一方の壁パネル２ａ（２）は幅狭に形成されるとともに、前記大型壁
パネル１の両側端部のうち、少なくとも一方の側端部に、隣接する大型壁パネル１同士を
互いに離間させるようにして、これら大型壁パネル１同士の間隔を調整する間隔調整手段
８が設けられており、
　前記隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端部に位置する縦框材５ａ，５ｂは、こ
れら縦框材５ａ，５ｂの裏面と前記板材３の他面との間に、前記縦框材５ａ，５ｂの裏面
を凹状に切り欠くことによって形成され、これら縦框材５ａ，５ｂの幅方向に沿って貫通
する凹状孔部２０ａと、前記縦框材５ａ，５ｂの表面に、これら縦框材５ａ，５ｂの表面
を凹状に切り欠くことによって形成される凹状部２１ａとを備えており、
　前記凹状孔部２０ａには、前記隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端部に位置す
る板材３同士に架設固定される第１接続プレート２０が挿入されるとともに、前記凹状部
２１ａには、前記隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端部に位置する縦框材５ａ，
５ｂ同士に架設固定される第２接続プレート２１が嵌合されていることを特徴とする。
【０００６】
　請求項１に記載の発明によれば、前記大型壁パネル１の一端側に位置する壁パネル２お
よび他端側に位置する壁パネル２ａのうち、いずれか一方の壁パネル２ａ（２）は幅狭に
形成されているので、複数の大型壁パネル１を幅方向に隣接させて設置した際に、これら
大型壁パネルは、いずれか一方の壁パネル２ａ（２）が幅狭な分だけ詰めて並設されるこ
ととなる。そして、前記大型壁パネル１の両側端部のうち、少なくとも一方の側端部に、
隣接する大型壁パネル１同士を互いに離間させるようにして、これら大型壁パネル１同士
の間隔を調整する間隔調整手段８が設けられているので、この間隔調整手段８によって、
前記大型壁パネル１同士を互いに離間させるようにして間隔調整することで、幅狭な分だ
け詰めて並設された大型壁パネル１同士を位置調整することができる。さらに、前記凹状
孔部２０ａには、前記板材３同士に架設固定される第１接続プレート２０が挿入されると
ともに、前記凹状部２１ａには、前記縦框材５ａ，５ｂ同士に架設固定される第２接続プ
レート２１が嵌合されているので、前記第１接続プレート２０および第２接続プレート２
１によって、前記板材３同士および前記縦框材５ａ，５ｂ同士、延いては隣接する大型壁
パネル１同士の厚さ方向へのずれの有無を確認しながら、大型壁パネル１同士を隣接させ
ることができる。これによって、大型壁パネル１同士を幅方向に隣接させて設置する際に
、これら大型壁パネル１を所定の位置に容易かつ確実に設置することが可能となる。
　しかも、前記第１接続プレート２０は、前記板材３同士に架設固定され、この第１接続
プレート２０によって、前記板材３同士を強固に接続できるとともに、前記第２接続プレ
ート２１は、前記縦框材５ａ，５ｂ同士に架設固定され、この第２接続プレート２１によ
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って、前記縦框材５ａ，５ｂ同士を強固に接続できるので、前記隣接する大型壁パネル１
同士を強固に連結することが可能となる。
【０００７】
　さらに、前記大型壁パネル１を構成する壁パネル２，２ａが、四角形状に形成された板
材３と、この板材３の両面の少なくとも周縁部に取り付けられ、縦横の框材４ａ，４ｂ，
４ｃ，４ｄ、５ａ，５ｂ，５ｃ，５ｄを四角枠状に組み立てた枠体４，５とを有している
ので、前記枠体４，５によって板材３を両面側から挟み込むことができ、地震等による板
材３の変形を抑制することができる。すなわち、前記板材３に対して、剪断方向や捻れ方
向などに大きな変形力が加わった場合、この板材３は様々な方向に向かって変形しようと
する。例えば板材３が、側面視くの字に変形しようとすれば、板材３両面の前記一方の縦
框材４ａ，５ａおよび他方の縦框材４ｂ，５ｂによって変形を抑制し、板材３が、平面視
くの字に変形しようとすれば、板材３両面の前記一方の横框材４ｃ，５ｃおよび他方の横
框材４ｄ，５ｄとによって変形を抑制することができる。また、例えば板材３が、捻れる
ように変形しようとすれば、板材３両面の前記枠体４，５全体で変形を抑制することがで
きる。したがって、前記板材３が、いずれの方向に変形しても前記枠体４，５によって変
形を抑制することができるので、前記板材３や、この板材３と両枠体４，５との取付部分
に影響が出にくく、壁パネル２，２ａ自体の強度を向上させることが可能となる。
　また、前記板材３の両面に枠体４，５が取り付けられてなるので、従来に比して、使用
する板材３の量を２枚から１枚に減らすことができ、コストを削減することができる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、例えば図１～図３に示すように、請求項１に記載の大型壁パ
ネル１の設置構造において、
　前記第１接続プレート２０および第２接続プレート２１は、これら第１接続プレート２
０および第２接続プレート２１の双方を貫通するようにしてねじ込まれる止着材２２によ
って、前記隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端部に位置する壁パネル２，２ａに
それぞれ固定されていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明によれば、前記第１接続プレート２０および第２接続プレート２
１は、これら第１接続プレート２０および第２接続プレート２１の双方を貫通するように
してねじ込まれる止着材２２によって、前記隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端
部に位置する壁パネル２，２ａにそれぞれ固定されているので、前記第１接続プレート２
０および第２接続プレート２１の前記壁パネル２，２ａへの固定強度を向上させることが
できる。その上、これら第１接続プレート２０および第２接続プレート２１を通じて、隣
接する一方の大型壁パネル１の一端側に位置する壁パネル２の板材３と、隣接する他方の
大型壁パネル１の他端側に位置する壁パネル２ａの板材３とにかかる力を、確実に互いに
伝達して分散させることができるので、前記隣接する大型壁パネル１同士をより強固に連
結することが可能となる。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、例えば図１～図３に示すように、請求項１または２に記載の
大型壁パネル１の設置構造において、
　前記第１接続プレート２０の両端部は、前記凹状孔部２０ａからはみ出すようにして、
この凹状孔部２０ａに挿入されており、前記凹状孔部２０ａからはみ出す第１接続プレー
ト２０の両端部は、止着材２３によって前記隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端
部に位置する板材３にそれぞれ固定されていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載の発明によれば、前記第１接続プレート２０の両端部は、前記凹状孔部
２０ａからはみ出すようにして、この凹状孔部２０ａに挿入されており、前記凹状孔部２
０ａからはみ出す第１接続プレート２０の両端部は、止着材２３によって前記隣接する大
型壁パネル１同士の対向する側端部に位置する板材３にそれぞれ固定されているので、前
記第１接続プレート２の前記壁パネル２，２ａへの固定強度をより向上させることができ
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る。その上、この第１接続プレート２０を通じて、隣接する一方の大型壁パネル１の一端
側に位置する壁パネル２の板材３と、隣接する他方の大型壁パネル１の他端側に位置する
壁パネル２ａの板材３とにかかる力を、より確実に互いに伝達して分散させることができ
るので、前記隣接する大型壁パネル１同士をさらに強固に連結することが可能となる。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、例えば図１～図３に示すように、請求項１～３のいずれか一
項に記載の大型壁パネル１の設置構造において、
　前記複数の壁パネル２，２ａの各板材３の一面側の枠体４表面に外装材６が予め取り付
けられるとともに、各板材３の他面側の枠体５表面に、隣接する大型壁パネル１の対向す
る側端部に位置する縦框材５ａ，５ｂの周囲を露出させた状態で石膏ボード７が予め取り
付けられており、
　前記露出する縦框材５ａ，５ｂ同士の周囲には、この露出する縦框材５ａ，５ｂ同士の
周囲を覆うための補助石膏ボード７ａが取り付けられていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項４に記載の発明によれば、前記複数の壁パネル２，２ａの各板材３の一面側の枠
体４表面に外装材６が予め取り付けられているので、施工現場で外装材６を取り付ける手
間を省略することができる。さらに、前記各板材３の他面側の枠体５表面に、隣接する大
型壁パネル１の対向する側端部に位置する縦框材５ａ，５ｂの周囲を露出させた状態で石
膏ボード７が予め取り付けられており、前記露出する縦框材５ａ，５ｂ同士の周囲には、
この露出する縦框材５ａ，５ｂ同士の周囲を覆うための補助石膏ボード７ａが取り付けら
れているので、前記間隔調整手段８によって前記隣接する大型壁パネル１同士の間隔を調
整した後に、この対向する側端部に位置する縦框材５ａ，５ｂの周囲を前記補助石膏ボー
ド７ａによって覆うことができる。したがって、施工現場で石膏ボード７を取り付ける手
間を省略することができるので、施工性に優れる。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、例えば図１および図３に示すように、請求項４に記載の大型
壁パネル１の設置構造において、
　前記補助石膏ボード７ａは、隣接する大型壁パネル１間に架設されていることを特徴と
する。
【００１５】
　請求項５に記載の発明によれば、前記補助石膏ボード７ａは、隣接する大型壁パネル１
間に架設されていることから、この補助石膏ボード７ａによって前記露出する縦框材５ａ
，５ｂ同士の周囲を一遍に覆うことができるので、より施工性に優れる。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、例えば図３に示すように、請求項１～５のいずれか一項に記
載の大型壁パネル１の設置構造において、
　前記隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端部に位置する縦框材４ａ，４ｂには、
これら対向する縦框材４ａ，４ｂの側端面に沿って、対向する縦框材４ａ，４ｂ間の隙間
を塞ぐ耐火性断熱材２４がそれぞれ取り付けられていることを特徴とする。
【００１７】
　請求項６に記載の発明によれば、前記隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端部に
位置する縦框材４ａ，４ｂには、これら対向する縦框材４ａ，４ｂの側端面に沿って、対
向する縦框材４ａ，４ｂ間の隙間を塞ぐ耐火性断熱材２４がそれぞれ取り付けられている
ので、前記間隔調整手段８によって前記隣接する大型壁パネル１同士を互いに離間させる
ようにして間隔調整した際に、これら大型壁パネル１間に隙間が生じたとしても、隣接す
る大型壁パネル１間における耐火性能や断熱性能の低下を確実に防ぐことができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、大型壁パネルの一端側および他端側に位置する壁パネルのうち、いず
れか一方は幅狭に形成されているので、複数の大型壁パネルを幅方向に隣接させて設置し
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た際に、これら大型壁パネルは、いずれか一方の壁パネルが幅狭な分だけ詰めて並設され
ることとなる。そして、大型壁パネルの両側端部のうち、少なくとも一方の側端部に、隣
接する大型壁パネル同士を互いに離間させるようにして、これら大型壁パネル同士の間隔
を調整する間隔調整手段が設けられているので、この間隔調整手段によって、幅狭な分だ
け詰めて並設された大型壁パネル同士を位置調整することができる。さらに、凹状孔部に
は、板材同士に架設固定される第１接続プレートが挿入されるとともに、凹状部には、縦
框材同士に架設固定される第２接続プレートが嵌合されているので、第１接続プレートお
よび第２接続プレートによって、板材同士および縦框材同士、延いては隣接する大型壁パ
ネル同士の厚さ方向へのずれの有無を確認しながら、大型壁パネル同士を隣接させること
ができる。これによって、大型壁パネル同士を幅方向に隣接させて設置する際に、これら
大型壁パネルを所定の位置に容易かつ確実に設置することが可能となる。
　しかも、前記第１接続プレートは、板材同士に架設固定され、この第１接続プレートに
よって、板材同士を強固に接続できるとともに、第２接続プレートは、縦框材同士に架設
固定され、この第２接続プレートによって、縦框材同士を強固に接続できるので、隣接す
る大型壁パネル同士を強固に連結することが可能となる。
　さらに、大型壁パネルを構成する各壁パネルの板材の両面の周縁部に取り付けられた枠
体によって板材を両面側から挟み込むことができ、板材が、いずれの方向に変形しても枠
体によって変形を抑制することができるので、板材や、この板材と両枠体との取付部分に
影響が出にくく、壁パネル自体の強度を向上させることが可能となる。
　また、板材の両面に枠体が取り付けられてなるので、従来に比して、使用する板材の量
を２枚から１枚に減らすことができ、コストを削減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【００２０】
　本実施の形態の大型壁パネルの設置構造は、図１～図５に示すように、四角形状に形成
された板材３と、この板材３の両面の少なくとも周縁部に取り付けられ、縦横の框材４ａ
，４ｂ，４ｃ，４ｄ、５ａ，５ｂ，５ｃ，５ｄを四角枠状に組み立てた枠体４，５とを有
する壁パネル２，２ａが複数接合されてなる大型壁パネル１を、幅方向に隣接させて設置
してなるものである。
　また、前記大型壁パネル１の一端側に位置する壁パネル２および他端側に位置する壁パ
ネル２ａのうち、いずれか一方の壁パネル２ａ（２）は幅狭に形成されるとともに、前記
大型壁パネル１の両側端部のうち、少なくとも一方の側端部に、隣接する大型壁パネル１
同士を互いに離間させるようにして、これら大型壁パネル１同士の間隔を調整する間隔調
整手段８が設けられている。
　そして、前記隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端部に位置する縦框材５ａ，５
ｂは、これら縦框材５ａ，５ｂの裏面と前記板材３の他面との間に、前記縦框材５ａ，５
ｂの裏面を凹状に切り欠くことによって形成され、これら縦框材５ａ，５ｂの幅方向に沿
って貫通する凹状孔部２０ａと、前記縦框材５ａ，５ｂの表面に、これら縦框材５ａ，５
ｂの表面を凹状に切り欠くことによって形成される凹状部２１ａとを備えており、前記凹
状孔部２０ａには、前記隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端部に位置する板材３
同士に架設固定される第１接続プレート２０が挿入されるとともに、前記凹状部２１ａに
は、前記隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端部に位置する縦框材５ａ，５ｂ同士
に架設固定される第２接続プレート２１が嵌合されている。
【００２１】
　なお、前記壁パネル２ａは、この壁パネル２ａを構成する板材３や縦横の框材４ａ，４
ｂ，４ｃ，４ｄ、５ａ，５ｂ，５ｃ，５ｄのサイズを調整することによって、上述のよう
に幅狭に形成されている。
【００２２】
　ここで、前記大型壁パネル１を構成する各壁パネル２，２ａの板材３として、材料に合
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板が用いられているが、これに限るものではない。すなわち、例えば樹種を変更したり、
木片等を合成樹脂で固めたパーティクルボードを使用してもよく、地震等に対する強度を
向上させることが可能であれば、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
【００２３】
　前記枠体４，５は、図４に示すように、離間して対向配置された縦框材４ａ，４ｂ、５
ａ，５ｂの上下端部間に、それぞれ横框材４ｃ，４ｄ、５ｃ，５ｄが架設されることで、
四角枠状に形成されている。また、前記板材３の他面側に取り付けられた枠体５は、前記
板材３の一面側に取り付けられた枠体４よりも、奥行き寸法が長く形成されている。
【００２４】
　そして、図１～図４に示すように、前記複数の壁パネル２，２ａの各板材３の両面側に
取り付けられた枠体４，５の内部には、一方および他方の縦框材４ａ，４ｂ、５ａ，５ｂ
と平行する縦棧材９，１０が、対向する横框材４ｃ，４ｄ、５ｃ，５ｄ間に配置されてい
る。さらに、前記横框材４ｃ，４ｄ、５ｃ，５ｄと平行する横棧材９ａ，１０ａが、前記
縦棧材９，１０と直交するようにして、対向する縦框材４ａ，４ｂ、５ａ，５ｂ間に配置
されている。
　これによって、これら縦棧材９，１０および横棧材９ａ，１０ａによって前記枠体４，
５の補強を行うことができ、壁パネル２，２ａ自体の強度をより向上させることが可能と
なる。
【００２５】
　一方、本実施の形態の間隔調整手段８は、図１～図３に示すように、前記大型壁パネル
１の他端側に設けられており、この他端側に位置する壁パネル２の他方の縦框材５ｂに形
成された孔部８ａと、この孔部８ａに螺合する間隔調整ボルト８ｂとを備えている。
　なお、本実施の形態の間隔調整手段８は、前記大型壁パネル１の他端側に設けられてい
るものとしたが、前記大型壁パネル１の一端側に設けるようにしてもよい。
【００２６】
　前記孔部８ａは、図１に示すように、隣接する大型壁パネル１同士の並設方向に沿って
、前記他方の縦框材５ｂの上端部近傍および下端部近傍を貫通するようにして形成されて
いる。そして、このような孔部８ａに前記間隔調整ボルト８ｂが螺合しており、この間隔
調整ボルト８ｂをねじ込むことによって、この間隔調整ボルト８ｂの先端部で、対向する
一方の縦框材５ａを突き放す方向に、隣接する他方の大型壁パネル１に対して、隣接する
一方の大型壁パネル１を押すことができるようになっている。なお、前記孔部８ａと前記
間隔調整ボルト８ｂとは、雄ねじと雌ねじとの関係性を有しているものとする。
　このようにして、隣接する大型壁パネル１同士を互いに離間させるようにして、これら
大型壁パネル１同士の間隔を調整することができる。
【００２７】
　なお、図示はしないが、前記孔部８ａは、前記隣接する他方の大型壁パネル１の他端側
に位置する縦框材５ｂに形成され、この孔部８ａに前記間隔調整ボルト８が螺合している
としているが、これに限られるものではない。すなわち、孔部を、前記隣接する大型壁パ
ネル１同士の対向する側端部に位置する縦框材５ａ，５ｂの双方に貫通するように形成す
るとともに、これら対向する縦框材５ａ，５ｂの双方に貫通する孔部に、前記対向する縦
框材５ａ，５ｂ間の距離よりも長い寸法を有する間隔調整ボルトを螺合しても良い。これ
により、この間隔調整ボルトをねじ込むことによって、前記大型壁パネル１同士の間隔を
互いに離間させることができるとともに、間隔調整ボルトのねじ回す方向を逆にすること
で、前記大型壁パネル１同士の間隔を互いに接近させることができるので、好ましい。
【００２８】
　また、上述のように、前記隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端部に位置する縦
框材５ａ，５ｂは、前記凹状孔部２０ａおよび凹状部２１ａを備えている。
　前記凹状孔部２０ａは、前記縦框材５ａ，５ｂの裏面と前記板材３の他面との間に、前
記縦框材５ａ，５ｂの裏面を凹状に切り欠くことによって形成されており、これら縦框材
５ａ，５ｂの幅方向に沿って貫通している。
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　また、前記凹状部２１ａは、前記縦框材５ａ，５ｂの表面に、これら縦框材５ａ，５ｂ
の表面を凹状に切り欠くことによって形成されている。
　また、これら凹状孔部２０ａおよび凹状部２１ａは、前記縦框材５ａ，５ｂの上部、中
央部、下部の高さ位置にそれぞれ形成されている。
【００２９】
　そして、前記凹状孔部２０ａには、前記隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端部
に位置する板材３同士に架設固定される第１接続プレート２０が挿入されるとともに、前
記凹状部２１ａには、前記隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端部に位置する縦框
材５ａ，５ｂ同士に架設固定される第２接続プレート２１が嵌合されている。
　すなわち、これら第１接続プレート２０および第２接続プレート２１によって、前記板
材３同士および前記縦框材５ａ，５ｂ同士、延いては隣接する大型壁パネル１同士の厚さ
方向へのずれの有無を確認しながら、大型壁パネル１同士を隣接させることができるよう
になっている。また、前記第１接続プレート２０によって誘導しながら、前記大型壁パネ
ル１同士を隣接させるようにしてもよい。
【００３０】
　しかも、前記第１接続プレート２０は、前記板材３同士に架設固定され、この第１接続
プレート２０によって、前記板材３同士を強固に接続できるとともに、前記第２接続プレ
ート２１は、前記縦框材５ａ，５ｂ同士に架設固定され、この第２接続プレート２１によ
って、前記縦框材５ａ，５ｂ同士を強固に接続できるので、前記隣接する大型壁パネル１
同士を強固に連結することが可能となる。
【００３１】
　また、前記第１接続プレート２０および第２接続プレート２１は、図１～図３に示すよ
うに、これら第１接続プレート２０および第２接続プレート２１の双方を貫通するように
してねじ込まれる止着材２２によって、前記隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端
部に位置する壁パネル２，２ａにそれぞれ固定されている。
【００３２】
　これによって、前記第１接続プレート２０および第２接続プレート２１の前記壁パネル
２，２ａへの固定強度を向上させることができる。その上、これら第１接続プレート２０
および第２接続プレート２１を通じて、隣接する一方の大型壁パネル１の一端側に位置す
る壁パネル２の板材３と、隣接する他方の大型壁パネル１の他端側に位置する壁パネル２
ａの板材３とにかかる力を、確実に互いに伝達して分散させることができるので、前記隣
接する大型壁パネル１同士をより強固に連結することが可能となっている。
【００３３】
　さらに、前記第１接続プレート２０の両端部は、前記凹状孔部２０ａからはみ出すよう
にして、この凹状孔部２０ａに挿入されており、前記凹状孔部２０ａからはみ出す第１接
続プレート２０の両端部は、止着材２３によって前記隣接する大型壁パネル１同士の対向
する側端部に位置する板材３にそれぞれ固定されている。
【００３４】
　これによって、前記第１接続プレート２の前記壁パネル２，２ａへの固定強度をより向
上させることができる。その上、この第１接続プレート２０を通じて、隣接する一方の大
型壁パネル１の一端側に位置する壁パネル２の板材３と、隣接する他方の大型壁パネル１
の他端側に位置する壁パネル２ａの板材３とにかかる力を、より確実に互いに伝達して分
散させることができるので、前記隣接する大型壁パネル１同士をさらに強固に連結するこ
とが可能となっている。
【００３５】
　なお、前記第１接続プレート２０および第２接続プレート２１を取り付ける際は、前記
止着材２２，２３だけでなく、接着剤を併せて使用することによって、より一層強固に取
り付けできるようになっている。また、図５に示すように、これら第１接続プレート２０
および第２接続プレート２１は、建物全体の上下方向に沿って複数取り付けられている。
【００３６】
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　さらに、このように前記隣接する大型壁パネル１同士を強固に連結できるので、壁紙ク
ロス等の内装を施した後に、例えば地震等で隣接する大型壁パネル１間に隙間が生じ、こ
れに応じて壁紙クロスに亀裂が入ってしまうような事態を確実に防ぐことができる。
　なお、本実施の形態の第１接続プレート２０および第２接続プレート２１は木製の板材
であるが、これに限られるものではなく、例えば金属製のものであってもよく、適宜変更
可能である。
【００３７】
　また、前記複数の壁パネル２，２ａの各板材３の一面側に取り付けられた枠体４および
縦棧材９の表面に、これら枠体４および縦棧材９間に架け渡されるようにして外装材６が
取り付けられるとともに、前記各板材３の他面側に取り付けられた枠体５および縦棧材１
０の表面に、これら枠体５および縦棧材１０間に架け渡されるようにして石膏ボード７が
取り付けられている。
【００３８】
　本実施の形態の外装材６は、図１および図３に示すように、複数用いられており、幅方
向一端に下サネ６ａを他端に上サネ６ｂを備えることによって、これら上サネ６ｂおよび
下サネ６ａが互いに重なり合うようにして隣接配置されている。なお、これら複数の外装
材６のうち、前記大型壁パネル１の一端側に位置する外装材６の幅方向一端には、下サネ
６ａが設けられておらず、この外装材６の幅方向一端は、隣接する大型壁パネル１との目
地に面して平らに形成されている。
　また、目地には、この目地に充填される目地材１７が設けられており、上述のように前
記大型壁パネル１の一端側に位置する外装材６の幅方向一端が平らに形成されていること
で、前記目地材１７を充填しやすくなっている。
　また、各外装材６は、前記各壁パネル２，２ａの板材３の一面側の枠体４において、一
方の縦框材４ａおよび縦棧材９間、前記他方の縦框材４ｂおよび縦棧材９間に架設可能な
幅寸法を有するとともに、前記大型壁パネル１と略同様の高さ寸法となるように形成され
ている。
【００３９】
　なお、本実施の形態の外装材６は、図１および図３に示すように、横胴縁１１を介して
前記板材３の一面側に取り付けられた枠体４および縦棧材９の表面に、これら枠体４およ
び縦棧材９間に架け渡されるようにして取り付けられている。
　また、前記横胴縁１１の裏面には、図３に示すように、透湿防水シート１４が貼り付け
られている。そして、前記隣接する一方の大型壁パネル１からはみ出すように延出する透
湿防水シート１４と、他方の大型壁パネル１からはみ出すように延出する透湿防水シート
１４とが、隣接する大型壁パネル１間の目地において一緒に丸め込まれ、その上から前記
目地材１７が充填されるようになっている。
【００４０】
　また、本実施の形態の石膏ボード７は、図１～図３に示すように、複数の石膏ボード７
からなり、これら複数の石膏ボード７は、前記壁パネル２，２ａの板材３の他面側の枠体
５において、これら枠体５の内部に配置された縦棧材１０間に、前記一方および他方の縦
框材５ａ，５ｂを跨ぐようにして架設可能な幅寸法を有するとともに、前記大型壁パネル
１と略同様の高さ寸法となるように形成されている。
【００４１】
　また、本実施の形態の石膏ボード７は、隣接する大型壁パネル１の対向する側端部に位
置する縦框材５ａ，５ｂの周囲を露出させた状態で取り付けられている。すなわち、図２
に示すように、大型壁パネル１の両側端部に位置する双方の縦框材５ａ，５ｂと、これら
双方の縦框材５ａ，５ｂに隣り合う縦棧材１０間に、石膏ボード７が取り付けられていな
い状態となっている。
【００４２】
　そして、前記露出する縦框材５ａ，５ｂ同士の周囲には、この露出する縦框材５ａ，５
ｂ同士の周囲を覆うための補助石膏ボード７ａが取り付けられている
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　そして、前記隣接する大型壁パネル１の対向する側端部に位置する縦框材５ａ，５ｂの
うち、少なくとも一方の側端部に、前記間隔調整手段８が設けられている。
【００４３】
　そして、以上のように前記各板材３の一面側に取り付けられた枠体４および縦棧材９の
表面に、これら枠体４および縦棧材９間に架け渡されるようにして前記外装材６が取り付
けられているので、この外装材６を前記枠体４および縦棧材９に対して確実に取付固定で
きる。その上、前記各板材３の表面と外装材６との間に形成される隙間に、例えば断熱材
を設けたりすることができるので、利便性が高い。
【００４４】
　また、前記各板材３の他面側に取り付けられた枠体５および縦棧材１０の表面に、これ
ら枠体５および縦棧材１０間に架け渡されるようにして前記石膏ボード７が取り付けられ
ているので、この石膏ボード７を前記枠体５および縦棧材１０に対して確実に取付固定で
きる。その上、前記各板材３の表面と石膏ボード７との間に形成される隙間に、例えば断
熱材を設けたりすることができるので、利便性が高い。
【００４５】
　そして、本実施の形態においては、図１および図３に示すように、前記各板材３の表面
と外装材６との間に形成される隙間と、前記各板材３の表面と石膏ボード７との間に形成
される隙間、すなわち、前記各板材３の両面側に取り付けられた枠体４，５の内部には、
断熱材１２，１３が設けられている。
　このように前記各板材３の両面側に取り付けられた枠体４，５の内部の双方に断熱材１
２，１３を設置することによって、例えば断熱材を柱や枠材の内部に埋設する充填断熱方
法や、柱や枠材の外部に断熱材を貼り付ける外張り断熱方法に比して、同性能の断熱材を
用いた場合は、その断熱性を格段に向上させることができる。
【００４６】
　なお、前記各板材３の両面側に取り付けられた枠体４，５の内部に、前記断熱材１２，
１３を設けるだけでなく、図示はしないが、パイプスペースとして使用したり、また、棚
を複数取り付けて収納スペースとすることも可能となっている。
【００４７】
　一方、前記補助石膏ボード７ａは、上述したように、前記露出する縦框材５ａ，５ｂ同
士の周囲に取り付けられるものであり、隣接する大型壁パネル１間に架設されている。
　すなわち、上述したように隣接する大型壁パネル１の対向する側端部に位置する縦框材
５ａ，５ｂの周囲が露出した状態となっているので、図１に示すように、この露出した部
分に嵌め込まれるようにして取り付けられている。
　そして、このように補助石膏ボード７ａは、隣接する大型壁パネル１間に架設されてい
ることから、この補助石膏ボード７ａによって前記露出する縦框材５ａ，５ｂ同士の周囲
を一遍に覆うことができるので、隣接する大型壁パネル１同士を連結する際の作業性を向
上させることができる。
【００４８】
　なお、本実施の形態の石膏ボード７および補助石膏ボード７ａは、図３に示すように、
防湿シート１５を介して取り付けられている。
【００４９】
　以上のように、前記複数の壁パネル２，２ａの各板材３の一面側の枠体４表面に外装材
６が予め取り付けられているので、施工現場で外装材６を取り付ける手間を省略すること
ができる。
　さらに、前記各板材３の他面側の枠体５表面に、隣接する大型壁パネル１の対向する側
端部に位置する縦框材５ａ，５ｂの周囲を露出させた状態で石膏ボード７が予め取り付け
られており、前記露出する縦框材５ａ，５ｂ同士の周囲には、この露出する縦框材５ａ，
５ｂ同士の周囲を覆うための補助石膏ボード７ａが取り付けられているので、前記間隔調
整手段８によって前記隣接する大型壁パネル１同士の間隔を調整した後に、この対向する
側端部に位置する縦框材５ａ，５ｂの周囲を前記補助石膏ボード７ａによって覆うことが
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できる。したがって、施工現場で石膏ボード７を取り付ける手間を省略することができる
ので、施工性に優れる。
【００５０】
　一方、前記各壁パネル２，２ａの板材３の一面側に取り付けられた枠体４の内部は、図
３に示すように、通気層１６として使用することができ、この通気層１６は、前記外装材
６の裏面と断熱材１２の表面との間において、前記板材３の上下方向に沿って延在してい
る。つまり、図５に示すように、建物全体の上下方向に沿って、通気層１６を形成できる
ようになっている。
　なお、上述したように前記板材３の一面側の枠体４の内部には、前記横棧材９が配置さ
れている。ここで、図示はしないが、通気層１６の良好な通気状態を維持するために、こ
の横棧材９を、前記板材３の一面側の枠体４よりも薄厚に形成したり、この横棧材９に、
上下に連通する通気孔を設けるようにしてもよい。
【００５１】
　このように通気層１６を形成することによって、この通気層１６内を常に空気が通過す
ることになるので、例えば隣接する外装材６の側端部間から雨水が浸入したとしても、通
気層１６内を通過する空気によって雨水に濡れた部分を確実に乾燥させることができる。
【００５２】
　また、本実施の形態の大型壁パネル１は、図示しない基礎から突出するアンカーボルト
を挿通させるための孔を有するアンカーボルト挿通部１８を複数備えている。
【００５３】
　なお、前記隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端部に位置する縦框材４ａ，４ｂ
には、これら対向する縦框材４ａ，４ｂの側端面に沿って、対向する縦框材４ａ，４ｂ間
の隙間を塞ぐ耐火性断熱材２４がそれぞれ取り付けられている。
　これにより、前記間隔調整手段８によって前記隣接する大型壁パネル１同士を互いに離
間させるようにして間隔調整した際に、これら大型壁パネル１間に隙間が生じたとしても
、隣接する大型壁パネル１間における耐火性能や断熱性能の低下を確実に防ぐことができ
るようになっている。
【００５４】
　また、本実施の形態の耐火性断熱材２４としては、例えばグラスウール等が用いられる
が、これに限られるものではない。なお、この耐火性断熱材２４は、前記縦框材４ａ，４
ｂの側端面に沿って長尺帯状に形成されている。
【００５５】
　なお、本実施の形態においては、大型壁パネル１を幅方向に隣接させて設置するとして
いるが、例えば構築される建物において必要な壁一面の幅寸法が、複数の大型壁パネル１
を隣接させる必要のない長さ寸法であった場合は、大型壁パネル１および壁パネル２同士
や、壁パネル２および壁パネル２ａ同士を幅方向に隣接させて設置するようにしてもよい
ものとする。
【００５６】
　次に、本実施の形態の大型壁パネル１を、幅方向に隣接させて設置する方法について説
明する。
　すなわち、まず、幅狭に形成された壁パネル２ａが、前記大型壁パネル１の一端側およ
び他端側のいずれか一方に位置するようにして複数の壁パネル２，２ａを接合して、大型
壁パネル１を形成する。なお、本実施の形態において、壁パネル２ａは、大型壁パネル１
の他端側に位置しているものとする。
【００５７】
　なお、この作業と前後して、前記各壁パネル２，２ａの板材３の一面側に外装材６を取
り付ける作業を行うものとする。また、外装材６を取り付ける前段階で、図３に示すよう
に、各枠体４の内部に、通気層１６を形成しながら断熱材１２を設置するとともに、外装
材６の裏面側に前記横胴縁１１および透湿防水シート１４を設けておく。
【００５８】



(12) JP 5010361 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

　さらに、複数の壁パネル２，２ａの各板材３の一面側の枠体４の表面に外装材６が取り
付けられた状態の大型壁パネル１に対して、図２に示すように、前記各壁パネル２，２ａ
の各板材３の他面側の枠体５の表面に石膏ボード７を取り付ける。
　この時、隣接する大型壁パネル１の対向する側端部に位置する縦框材５ａ，５ｂの周囲
を露出させた状態にしておく。また、石膏ボード７を取り付ける前段階で、各枠体５の内
部に断熱材１３を設置するとともに、前記防湿シート１５を貼り付けておく。
【００５９】
　また、図３に示すように、前記隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端部に位置す
る縦框材５ａ，５ｂの側端面に沿って、対向する縦框材５ａ，５ｂ間の隙間を塞ぐ耐火性
断熱材２４を、それぞれの縦框材５ａ，５ｂに予め取り付けておく。
【００６０】
　続いて、このように形成された大型壁パネル１を、図１～図３に示すように、幅方向に
複数隣接させる。この時、隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端部に位置する縦框
材５ａ，５ｂに形成された凹状孔部２０ａに、前記第１接続プレートを挿入しながら、隣
接する壁パネル２，２ａの側端面同士を密接させる。
　これによって、前記第１接続プレート２０によって誘導しながら、前記大型壁パネル１
同士を隣接させることができるので、前記板材３同士および前記縦框材５ａ，５ｂ同士、
延いては隣接する大型壁パネル１同士の厚さ方向へのずれを確実に防ぐことができる。
【００６１】
　また、複数の大型壁パネル１を幅方向に隣接させることによって、これら大型壁パネル
は前記壁パネル２ａが幅狭な分だけ詰めて並設することができる。ここで、前記間隔調整
ボルト８ｂをねじ込んで、隣接する大型壁パネル１同士を互いに離間させて、これら大型
壁パネル１同士の間隔を調整し、これら大型壁パネル１を所定の位置に設置する。
【００６２】
　続いて、図１～図３に示すように、前記隣接する大型壁パネル１同士の対向する側端部
に位置する縦框材５ａ，５ｂ同士の表面に、前記凹状部２１ａに嵌め合わせるようにして
、前記第２接続プレート２１を架設固定して前記縦框材５ａ，５ｂ同士を接続する。この
時、前記板材３同士および前記縦框材５ａ，５ｂ同士、延いては隣接する大型壁パネル１
同士の厚さ方向へのずれがなければ、この第２接続プレート２１を確実に、前記凹状部２
１ａに嵌合することができるので、この第２接続プレート２１によっても、ずれの有無を
確認することができる。
【００６３】
　そして、前記隣接する大型壁パネル１同士を所定の位置に設置したことが確認できた後
に、前記第１接続プレート２０および第２接続プレート２１の双方を貫通するようにして
前記止着材２２をねじ込んで、これら第１接続プレート２０および第２接続プレート２１
を、前記壁パネル２，２ａにそれぞれ固定する。
　また、前記凹状孔部２０ａに挿入された前記第１接続プレート２０の、前記凹状孔部２
０ａからはみ出した両端部を、止着材２３によって、前記隣接する大型壁パネル１同士の
対向する側端部に位置する板材３にそれぞれ固定する。
【００６４】
　その後、図１に示すように、前記露出する縦框材５ａ，５ｂ同士の周囲に、この露出す
る縦框材５ａ，５ｂ同士の周囲を覆うための補助石膏ボード７ａを取り付けて、隣接する
大型壁パネル１の対向する側端部に位置する縦框材５ａ，５ｂの周囲を前記補助石膏ボー
ド７ａによって覆うようにする。以上のようにして、大型壁パネル１を、幅方向に隣接さ
せて設置できるようになっている。
【００６５】
　次に、本実施の形態における大型壁パネル１を構成する壁パネル２，２ａによる地震等
の変形力に対する作用について詳細に説明する。本実施の形態においては、前記大型壁パ
ネル１の一端側に位置する壁パネル２を図示して説明する。
【００６６】
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　ここで、本実施の形態の壁パネル２（２ａ）は、図４に示すように、四角形状に形成さ
れた板材３両面の少なくとも周縁部に、縦横の框材４ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄ、５ａ，５ｂ
，５ｃ，５ｄを四角枠状に組み立てた枠体４，５が取り付けられるとともに、これら枠体
４，５の内部に、一方および他方の縦框材４ａ，４ｂ、５ａ，５ｂと平行する縦棧材９，
１０が、対向する横框材４ｃ，４ｄ、５ｃ，５ｄ間に配置されて構成されている。これに
加えて、前記横框材４ｃ，４ｄ、５ｃ，５ｄと平行する横棧材９ａ，１０ａが、前記縦棧
材９，１０と直交するようにして、対向する縦框材４ａ，４ｂ、５ａ，５ｂ間に配置され
ている。
【００６７】
　そして、前記板材３に対して、剪断方向や捻れ方向などに大きな変形力が加わった場合
、この板材３は様々な方向に向かって変形しようとする。
【００６８】
　例えば板材３が、側面視くの字に変形しようとすれば、板材３の両面の前記一方の縦框
材４ａ，５ａおよび他方の縦框材４ｂ，５ｂによって変形を抑制する。
　すなわち、例えば前記板材３の一面側が外側に向くように位置し、他面側が内側に向く
ように位置するようにして、前記板材３が側面視くの字に変形する場合、前記板材３の一
面側に取り付けられた一方の縦框材４ａおよび他方の縦框材４ｂも、前記板材３の一面側
と同様の方向に変形しようとし、前記板材３の他面側に取り付けられた一方の縦框材５ａ
および他方の縦框材５ｂも、前記板材３の他面側と同様の方向に変形しようとする力が働
く。
【００６９】
　これに対して、前記板材３の一面側に取り付けられた一方の縦框材４ａおよび他方の縦
框材４ｂには、変形に対する復帰力が生じて元の状態に戻ろうとし、前記板材３の他面側
に取り付けられた一方の縦框材５ａおよび他方の縦框材５ｂにも、変形に対する復帰力が
生じて元の状態に戻ろうとする。
【００７０】
　このため、前記板材３は、この板材３両面に取り付けられた一方の縦框材４ａ，５ａお
よび他方の縦框材４ｂ，５ｂの、変形しようとする力と、変形に対する復帰力とによって
挟み込まれることとなる。
【００７１】
　つまり、前記板材３が、側面視くの字に変形しようとしても、前記板材３の両面に取り
付けられた一方の縦框材４ａ，５ａおよび他方の縦框材４ｂ，５ｂによって変形を抑制さ
れ、また前記板材３が、側面視逆くの字に変形しようとしても、前記板材３の両面に取り
付けられた一方の縦框材４ａ，５ａおよび他方の縦框材４ｂ，５ｂによって変形を抑制さ
れることとなる。
【００７２】
　一方、例えば、前記板材３が、平面視くの字に変形しようとしても、上述のごとく、前
記板材３両面の前記一方の横框材４ｃ，５ｃおよび他方の横框材４ｄ，５ｄとによって、
その変形が抑制されることとなる。
【００７３】
　また、例えば板材３が、捻れるように変形しようとしても、前記板材３両面の縦横の框
材４ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄ、５ａ，５ｂ，５ｃ，５ｄからなる枠体４，５全体で変形を抑
制することができるようになっている。
【００７４】
　しかも、前記板材３の両面側の枠体４，５の内部には、前記縦横の棧材９，９ａ、１０
，１０ａが設けられているので、これら縦横の棧材９，９ａ、１０，１０ａによって前記
枠体４，５の補強を行うことができ、この補強された枠体４，５によって板材３の変形を
抑制する力が強化されることとなる。
【００７５】
　したがって、前記板材３が、いずれの方向に変形しても前記枠体４，５および縦横の棧
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材９，９ａ、１０，１０ａによって変形を抑制することができるので、前記板材３や、こ
の板材３と両枠体４，５との取付部分に影響が出にくく、地震等に対する強度を向上させ
ることが可能となる。
【００７６】
　本実施の形態によれば、前記大型壁パネル１の一端側および他端側に位置する壁パネル
２，２ａのうち、いずれか一方は幅狭に形成されているので、複数の大型壁パネル１を幅
方向に隣接させて設置した際に、これら大型壁パネル１は、いずれか一方の壁パネル２ａ
（２）が幅狭な分だけ詰めて並設されることとなる。そして、前記大型壁パネル１の両側
端部のうち、少なくとも一方の側端部に、隣接する大型壁パネル１同士を互いに離間させ
るようにして、これら大型壁パネル１同士の間隔を調整する間隔調整手段８が設けられて
いるので、この間隔調整手段８によって、幅狭な分だけ詰めて並設された大型壁パネル１
同士を位置調整することができる。さらに、凹状孔部２０ａには、前記板材３同士に架設
固定される第１接続プレート２０が挿入されるとともに、凹状部２１ａには、縦框材５ａ
，５ｂ同士に架設固定される第２接続プレート２１が嵌合されているので、これら第１接
続プレート２０および第２接続プレート２１によって、前記板材３同士および前記縦框材
５ａ，５ｂ同士、延いては隣接する大型壁パネル１同士の厚さ方向へのずれの有無を確認
しながら、大型壁パネル１同士を隣接させることができる。これによって、大型壁パネル
１同士を幅方向に隣接させて設置する際に、これら大型壁パネル１を所定の位置に容易か
つ確実に設置することが可能となる。
　しかも、前記第１接続プレート２０は、前記板材３同士に架設固定され、この第１接続
プレート２０によって、前記板材３同士を強固に接続できるとともに、第２接続プレート
２１は、前記縦框材５ａ，５ｂ同士に架設固定され、この第２接続プレート２１によって
、前記縦框材５ａ，５ｂ同士を強固に接続できるので、隣接する大型壁パネル１同士を強
固に連結することが可能となる。
　さらに、大型壁パネル１を構成する各壁パネル２，２ａの板材３の両面の周縁部に取り
付けられた枠体４，５によって板材３を両面側から挟み込むことができ、前記板材３が、
いずれの方向に変形しても枠体４，５によって変形を抑制することができるので、前記板
材３や、この板材３と両枠体４，５との取付部分に影響が出にくく、壁パネル２，２ａ自
体の強度を向上させることが可能となる。
　また、前記板材３の両面に枠体４，５が取り付けられてなるので、従来に比して、使用
する板材３の量を２枚から１枚に減らすことができ、コストを削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の実施の形態に係る大型壁パネルの設置構造を示す平断面図である。
【図２】図１の大型壁パネルの設置構造を示す背面図である。
【図３】図１の大型壁パネルの設置構造の一部を示す拡大平断面図である。
【図４】本発明の実施の形態における大型壁パネルを構成する壁パネルを示す正面図、側
断面図および底断面図である。
【図５】壁パネルによって構成される建物における接続プレートの取付位置を示す側断面
図である。
【符号の説明】
【００７８】
１　大型壁パネル
２　壁パネル
２ａ　壁パネル
３　板材
４　枠体
５　枠体
８　間隔調整手段
２０　第１接続プレート
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２０ａ　凹状孔部
２１　第２接続プレート
２１ａ　凹状部

【図１】 【図２】
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